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巻頭言 共同参画に寄せて

Foreword

武蔵野大学
人間科学部長
小西 聖子 　性暴力被害への関心がようやく社会に高まっているように感じます。性暴

力の被害は、長期間にわたって心身の苦痛を被害者に与え続けることや、強
い恐怖を経験すると、人間はむしろ感情を感じなくなって不自然に淡々とし
てしまうことなどをあなたはご存知でしょうか。また男性への性暴力もあっ
て、男性被害者は女性と同じように苦しんでいることをご存知でしょうか。
PTSDの治療を専門とする私にとって、それは紛れもない現実です。
　性は人間の大きな関心事であるにもかかわらず、それを用いた暴力やその
後の影響のことはあまりにも知られてきませんでした。被害者は沈黙し、暴
力をふるう者の言葉や単なる想像による偏見が、長いこと社会で独り歩きし
てきたのです。今年行われた性犯罪に係る刑法改正や、性暴力被害者支援ワ
ンストップセンターの設置がきっかけとなって、性暴力被害がメディアに特
集されることも増えています。まずは、それが誰にも身近なものであること
を、さらに、支援や治療が充実すれば、被害から回復できる道があることも
知っていただければと思います。Konishi Takako

主な予定
Schedule

11月12日～25日 女性に対する暴力をなくす運動

11月12日～25日 家族の週間

11月13日～19日 全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

11月19日 家族の日フォーラム（福井県福井市）

11月22日 「女性のための霞が関特別講演」（上智大学四谷キャンパス）

11月23日 来たれ、リーガル女子！～女性の裁判官、検察官、弁護士の仕事と働き方っ
てどんなんかな～（大阪府豊中市）

11月30日、12月1日 大学等における男女共同参画推進セミナー（筑波大学東京キャンパス）

12月2日 AI時代　女性・少女が未来を拓く ─ステレオタイプの殻を破ろう─
（東京都渋谷区）

12月4日～10日 国家公務員セクシュアル・ハラスメント防止週間

12月7日 NWECグローバルセミナー（東京都千代田区）

12月10日 「“九州男女”の共同参画 ～ワーキングスタイルから考えるまちづくり～」
（福岡県福岡市）

平成30年1月13日 「“九州男女”の共同参画 ～ワーキングスタイルから考えるまちづくり～」
（熊本県熊本市）

平成30年1月19日 女性のための公務研究セミナー（京都大学百周年時計台記念館）

平成30年2月9日 女性のための公務研究セミナー（お茶の水女子大学）
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Special Feature 特集1

知にご協力をお願いします。
　そして、お近くのイベント等にも
ぜひ参加してみてください。（

） 

パープル・ライトアップ
（東京タワー・東京スカイツリー）

多様化する暴力

　暴力というと殴る、蹴るといった
身体的暴力を想像しがちですが、暴
力には様々な形態があります。（図1）

　運動期間の初日である11月12日
には、東京タワーや東京スカイツリ
ーを運動のイメージカラーであるパ
ープルにライトアップします。 
　パープル・ライトアップには、暴
力根絶の呼びかけと、被害者に対し
て「ひとりで悩まず、まず相談をし
てください。」というメッセージが
込められています。 
　今年は、44都道府県100か所以上
のタワーや城などでライトアップが
行われる予定です。
　この他にも、運動に合わせて、地
方公共団体等関係団体によるイベン
トや講演会等も催されます。
　実施予定はホームページに掲載い
たします。もし、お近くでパープ
ル・ライトアップをご覧になる機会
がありましたら、是非、SNS等を通
して多くの方と共有し、「ひとりで
悩まないで」というメッセージの周

女性に対する暴力をなくす運動について
～女性に対する暴力の根絶に向けた取組～

男女共同参画局推進課暴力対策推進室

女性に対する暴力について 

　女性に対する暴力（配偶者等から
の暴力、性犯罪、ストーカー行為、
売買春、人身取引、セクシュアルハ
ラスメントなど）は、女性の人権を
侵害するものであり、決して許され
ない行為です。女性が安心して暮ら
せる環境を整備することは、女性活
躍推進の大前提であり、政府は女性
に対する暴力の被害者支援を行うと
ともに、暴力を容認しない社会環境
を整備するための教育や啓発活動に
も力を入れています。 

女性に対する暴力をなくす運動 

　政府では、女性に対する暴力の予
防と根絶に向けて、毎年11月12日
～25日までの2週間、地方公共団
体、女性団体及びその他の関係団体
との連携、協力の下、「女性に対す
る暴力をなくす運動」（平成13年男
女共同参画推進本部決定）を実施し
ています。 
　内閣府ではポスター及びリーフレ
ットを作成し、国の関係機関や地方
公共団体等に配布します。また、全
国の図書館や鉄道の駅構内等におい
てもポスターの掲示を行います。 
   デザインは、今年も「毎日かあさ
ん」でおなじみの漫画家・西原理恵
子さんが作成しています。また西原
さんには、暴力に悩んでいる方や若
い女性に向けて思いを語っていただ
きました（4ページに掲載）。

図1
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Report

　しかし問題を解決するには専門機
関へ相談することが一番の近道で
す。各窓口では様々な知識を持った
専門の職員が、適切な対応を教えて
くれます。ひとりで暴力から抜け出
すことはとても難しいことです。被
害を長引かせたり拡大させないため
にも、できるだけ早く専門機関へ相
談することが大切です。もしかして
…と思ったら、ひとりで悩まず相談
してください。もし、あなたの大切
な人から相談を受けたら、専門機関
への相談を勧めてあげてください。

毎年11月12日～25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
漫画家の西原理恵子さんからの特に若い女性に向けたスペシャルメッ
セージとともに、女性に対する暴力の根絶に向けた政府の取組をご紹
介します。

　また、女性に対する暴力は日々多
様化してきており、DVやストーカ
ーはもちろんのこと、特に若い女性
をターゲットとした、AV出演強要
や「JKビジネス」による被害も問
題となっています。
　今年のポスターは、「それ、本当
に大丈夫？」と題して、様々な暴力
の形態をイラストで表現し、暴力を
受けていることや、行っていること
に気づいていない方々へ発信してい
ます（裏表紙参照）。行動の制限を
受けているDV。いつも見張られて
いるかのような連絡がたくさん送ら
れてくるストーカー。甘い誘い文句
で巧みに勧誘してくるAV出演強
要。実は暴力を受けている本人は
「相談するほどでもない」とか「好
きだから」「愛されているから」と
いう気持ちが先立って、自分では暴
力と気付けないこともあります。
　内閣府が平成26年度に実施した調
査によると、これまで結婚したこと
のある人のうち、配偶者から「身体
的暴行」、「心理的攻撃」、「経済的圧
迫」、「性的強要」のいずれかについ
て、被害を受けたことが『あった』
と回答した人は、女性が23.7％、男
性が16.6 ％となっています。
　一方で、被害を受けたことがある
と答えた人に、被害の相談の有無を
聞いたところ、『相談した』と回答
した人は、女性50.3％、男性は16.6
％でした。『相談しなかった』と回
答した人は全体で56.7％に上りまし
た。

　相談しなかった女性の主な理由
は、『相談するほどのことではない
と思ったから』（47.0％）が一番多
く、次いで『自分にも悪いところが
あると思ったから』（32.2％）とな
っています。
 　さらに配偶者からの被害を受け
たときの相談先をみると、全体で
『家族や親戚に相談した』が23.4％、
『友人・知人に相談した』が21.5％
となっており、必ずしも、公的な相
談機関につながっていない状況が窺
えます。

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0
（%）

家族や親戚に相談した

友人・知人に相談した

民間の専門家や専門機関に相談した

警察に連絡・相談した

配偶者暴力相談支援センター（婦人相談所）や
男女共同参画センターに相談した

医療関係者（医師、看護師など）に相談した

公的な機関※（市役所など）に相談した

法務局・地方法務局・人権擁護委員に相談した

学校関係者に相談した

その他

※配偶者暴力相談支援センター（婦人相談所等）、男女共同参画センター、警察、法務局・地方法務局・人権擁護委員
　以外の公的な機関を指す。
（備考）内閣府「男女間における暴力に関する調査」（平成 26年）より作成

どこ（だれ）にも相談しなかった

（n=543、M.T＝114.7％）

無回答

23.4

21.5

1.5

1.5

0.9

0.7

0.6

0.4

0.4

1.1

56.7

6.1

図2　配偶者からの暴力の被害の相談先（複数回答）
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女性に対する暴力をなくす運動について
～女性に対する暴力の根絶に向けた取組～

さいばらりえこ／
　武蔵野美術大学卒業。88年デビュー。「毎日かあさん」で文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞や手塚治虫文化賞短
編賞。「いけちゃんとぼく」「上京ものがたり」など映像化作品、「この世でいちばん大事な『カネ』の話」「スナックさい
ばら　おんなのけものみち七転び八転び編」など著書多数。13年ベストマザー賞文芸部門。2017年10月より「りえさん
手帳」を新連載。

○それ、本当に大丈夫？―――

　こんにちは。西原理恵子です。
　DVといっても、経験していない
人は本当にわからないと思いますけ
れど、大きな声を出したり殴った
り、それ以外にも、暴力っていうの
はたくさんあります。あなたの携帯
をのぞき込んだりとか、交友関係を
全部絶ってしまったり、大声で怒鳴
る、人格を否定する、馬鹿にする、
悪口を言う、あとお金を渡してくれ
ないのも全部暴力です。経験のない
方って、「このくらいならいいんじ
ゃないか。」とか、「このぐらいなら
喧嘩の類じゃないかしら。」って我
慢しがちだし、本人がDVと気づか
ないっていうことがすごく多いんで
すね。DV・暴力っていうのは、病

気と一緒ですので、専門家しか診ち
ゃいけません。だからそれを親戚の
おばちゃんとか友達に相談しても、
全然物事がよくならなかったりする
んですよ。素人同士が判断するっ
て、すごく危険なことだと思いませ
んか。お願いですからちょっとでも
「おかしい。」と思ったら専門家のと
ころに電話をしてください。

○若年層に向けて―――

　あなたたちの周りは、危険がいっ
ぱいなんです。特に若い女の子た
ち。私も自分の娘に言っています。
「あなたには、ものすごい値打ちが
あるの。犯罪のお金になる。若いっ
ていうのはものすごい商品なんで
す。」って。何千万円もする、例え

ば自動販売機というか、宝石という
か、そういうのがただふらふらと歩
いている状況なんですね。だから、
うまくだましてスカウトして、体を
売らせたりする。で、逃げられなく
する。向こうはプロがたくさん待ち
構えています。「ちょっとだけなら
いいか。」という好奇心だけはやめ
てください。私が子供の頃、そんな
ことでいなくなった同級生がたくさ
んいます。あなたたちは性犯罪の貴
重な資源なんです。例えば、今だっ
たら「JKビジネス」。未成年の女の
子をせまい部屋で男性と二人きりに
させる。それで時給2,000円も3,000
円もくれる。添い寝するだけ。すご
く恐ろしいことです。その先に何が
待っているかわかりますよね。本当
に体を売ったり、AVを強要された

スペシャルメッセージ

西原 理恵子
漫画家

それ、本当に大丈夫？
不安になったり、「つらい」と感じた時、専門家に相談すれば新しい風が
吹きます。その一歩は確実にあなたの人生に役立ちます！
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※本メッセージ動画を内閣府HPに
て掲載しています。ぜひご覧ください。
　

たちだけで判断しないでください。
ちょっと不安でもいいんです。電話
して相談することによって、この先
あなたがもしそういうことにあった
ときに、あなたを助けられる大事な
知的財産になるんですね。知らない
のと知っているのとでは、暴力を受
けたときにその対処がまるで違いま
す。底なし沼のようにおぼれて、気
が付いたら10年20年たっているっ
ていう女性は、本当にたくさんいる
んです。でもその前に知識を持って
おくと、その場からすぐ逃げること
ができます。小さいことだからと遠
慮せず、どんどん電話してくださ
い。あなたの人生に確実に役に立つ
知識が得られます。そしてその知識
はお友達や家族にも伝えられます。
あなたがお母さんになったときに、
娘がそんな目に合わないためにも、
知識を得るために電話をしてくださ
い。

※DV相談ナビ　0570-0-55210
　お近くの相談窓口をご案内するナ
ビダイヤルです。

んていません。だから、ちょっとで
もおかしいと思ったら、すぐに専門
家に電話してくださいね。これだけ
はお願いします。

○専門の窓口へ相談を―――

　どこに相談していいかわらないと
きは、内閣府のHPを見てください。
内閣府のHPに相談窓口一覧が載っ
ています。クリックすれば簡単に見
られます。もちろん電話相談は未成
年でも、名前を隠してでも、できま
す。どこに相談していいかわからな
いときはDV相談ナビというところ
に電話してください。専門家の人が
詳しく教えてくれます。それからお
友達がそんな目にあっている、ほん
とに苦しいけど、お母さんがそんな
目にあっている、そういうときでも
いいんです。専門家が教えてくれる
と本当に違うんですよ。窓を開け
て、外から新しい風が吹いてくるよ
うに物事が解決します。絶対に自分

りっていうすべてのコースが、フル
コースで待ってるんですよ。相手
は、大人でプロです。あなたたち
は、ついこの間まで小学生だった子
たちなんですね。簡単に騙されます
から。あなたがそれで身も心もボロ
ボロになって、30歳40歳になった
らもう二度と引き返せないんです。
　本当に、若い子たちをターゲット
にした性風俗は非常に危険なので、
「好奇心で。」とかではなくて、先に
「これはダメだ。」ということを知っ
ておくしかないんです。本当に騙さ
れます。「知らない人について行っ
ちゃだめよ。」って、よく子供に言
うでしょ。あのね、先に知らない人
じゃなくなるんです。仲良くなって
からあなたたちを連れていきます。
今さら断れないような友情やら恋愛
感情を持つようにするんです。
　本当にお母さんからのお願いな
の。あなたたちには素晴らしい人生
が待っているんです。誰もあなたた
ちの人生や人格を否定していい人な
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　今回、創業時から和えるで取り組
んでいる、文化と経済両輪での成長
を目指すビジネスモデルの開発の重
要性について、プレゼンさせて頂き
ました。本受賞により明確になった
のは、伝統継承はもはや日本だけの
課題ではなく、世界各国の喫緊の課
題であるということです。「文化が
経済を育て、経済が文化を育む」ビ
ジネスの手法を用いた継続性のある

伝統継承の在り方が、今世界に必要
なイノベーションであると認めてい
ただいたこと、とても嬉しく感じる
と共に、改めて世界の伝統継承が厳
しい局面に置かれている状況を感じ
る機会となりました。本受賞を励み
に、日本の伝統はもちろん、世界の
伝統を次世代につなぐ一翼を担える
よう挑戦し続けたいと存じます。

2
APEC BEST AWARD
 （9月27日）

　サイドイベントとして、APEC域
内における女性の起業の発展に対す
るマスメディア、実業界及び官界の
関心を高めること等を目的とした女
性起業家表彰イベントが開催され、
日本から、林文子横浜市長がオープ
ニングスピーチを行いました。
　11エコノミーから13名が参加し、
日本の矢島里佳さん（株式会社　和
える）は、「APEC BEST AWARD
（大賞）」と「Best Social Impact
賞」の二つの賞を受賞しました。
　矢島さんが経営する「和える」は、
日本文化を現代のニーズに溶け込ま

女性と経済に関する政策パー
トナーシップ〔PPWE〕
 （9月26・27日）

　PPWEにおいては、各エコノミー
から官（実務者級）、民（役員級）
が参加し、女性と経済に関する各エ
コノミーの取組の発表、PPWE戦略
計画及び女性と経済フォーラム声明
案の議論などが行われました。
　内閣府からは、南調査課長が第4
次男女共同参画基本計画や女性活躍
推進法、STEM分野への女性活躍
を推進する取組など、日本国内にお
ける女性活躍推進に関する施策や取
組状況を報告しました。
　そのほか、APECにおいて実施し
ている日本プロジェクト「2020年
までに管理職に占める女性の割合を
高めるための個別行動計画」（外務
省）及び「APECジェンダー・ダイ
バーシティ経営フォーラム」（経産
省）について紹介するなど、日本の
貢献について報告を行いました。

APEC
女性と経済フォーラム2017

内閣府男女共同参画局総務課

　ベトナム社会主義共和国フエにお
いて、「APEC　女性と経済フォー
ラム」が、9月26日～29日の4日間
の日程で開催され、APEC域内の閣
僚級、企業の役員級、起業家及び学
識経験者らが参加し議論が行われま
した。日本からは、武川恵子男女共
同参画局長が日本代表団長として参
加しました。
　今回のAPEC　女性と経済フォー
ラムでは、「変わりゆく世界におけ
る女性の包摂及び経済的エンパワー
メントの強化」をテーマに、「持続
的、革新的、包摂的な成長に向けた
ジェンダー平等の推進」「女性が経
営する中小企業の競争力と革新の強
化」「人材養成におけるジェンダー
ギャップの縮小」の3つのサブテー
マを議題として、経済成長や女性の
経済参画について、APECエコノミ
ー間における経験、情報及び優良事
例の共有のための議論が行われまし
た。

APECに参加して 株式会社和える代表　矢島里佳さん

APEC BEST AWARDで受賞した矢島さん

矢島さんと主催者と審査員
〔写真：APECウェブサイトより〕
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　HLPDにおいて本フォーラムの成
果である「APEC女性と経済フォー
ラム2017声明」が採択されました。
※ 　声明や報告内容の詳細について
は、男女共同参画局のHPをご覧
ください。

※ 　APEC（アジア太平洋経済協力）と
は、アジア太平洋地域の21の国と地域
（「エコノミー」と総称しています。）が
参加する経済協力の枠組みです。その
経済規模は、世界全体のGDPの約6割、
世界全体の貿易量の約5割及び世界人口
の約4割を占めています。

9月26日から29日まで、ベトナム・フエにおいて、「APEC　女性と経
済フォーラム2017」が開催されました。その概要と成果について、御
紹介いたします。

せた、乳幼児期から暮らしの中で活
かせる商品の販売や、ホテルの部屋
を職人の技術を用いてプロデュース
するなど、日本の伝統を次世代につ
なぐ仕組みづくりを、ビジネスを通
して行っており、そのコンセプトと
ビジネスモデルが世界共通のベスト
プラクティスと評価され、受賞に至
りました。

女性と経済に関する官民対話
〔PPDWE〕 （9月28日）

　ビジネス界、産業界、政府、若手
の女性リーダーらが登壇し、4つの
テーマごとにパネルセッションが行
われました。
　開会式では、ズン・ベトナム労働
傷病兵社会大臣から、女性が経営す
る中小企業の地域統合能力を強化
し、支援する経済団体や組織を繋げ
るなど、規模を拡大していくことの
必要性について言及がありました。

女性と経済に関するハイレベ
ル政策対話〔HLPD〕
 （9月29日）

　最終日に開催されたHLPDにおい
ては、各エコノミーの閣僚級が出席
し、女性と経済に関する各エコノミ
ーの取組方針等についてスピーチが
行われました。
　林市長による基調講演では、仕事
と家庭生活の両立を進める横浜市の
取組を紹介し、「両立支援」に続く
ステージである「女性リーダーの育
成・登用」を加速させるべきである
と訴えました。

　日本代表団長として出席した武川
局長は、日本国内の取組として、女
性活躍推進法や女性役員育成に向け
た研修、男性の家事・育児促進に関
する広報活動、海外で活躍する女性
との交流事業などを紹介し、安倍政
権における国際的な取組として、
APECにおける日本プロジェクトの
紹介のほか、SDGs達成に向けた取
組、女性起業家資金イニシアティブ
を通じた支援などを報告しました。
　また、APECメンバー同士で協力
していくことの重要性について発言
しました。

PPDWEフォトセッション　　〔写真：APEC 
VIET NAM 2017ウェブサイトより〕

PPDWEパネルセッション　　〔写真：APEC 
VIET NAM 2017ウェブサイトより〕

HLPD各エコノミー代表

武川局長によるスピーチ

林市長による基調講演
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組んでいくことになります。
　GRLのエントランス正面の白壁
には、フランス革命初期の1789年
に採択された「フランス人権宣言」
（左側青字部分）と、その2年後にオ
ランプ・ドゥ・グージュ（Olympe 
de Gouges：1748－1793年）が発
表した「女性および女性市民のため
の権利宣言」（右側赤字部分）が描
かれています。

　フランスの国民議会が議決した
「フランス人権宣言」は、フランス
革命の基本原理である国民主権、自
由と平等などを謳い、世界に影響を
与えました。しかし、ここでの
「人」とは、男性をさすものでした。
　そこで、全17条からなるこの「男
性と男性市民の権利宣言」の構成に
ならい、グージュが表したのが、
「女性および女性市民のための権利
宣言」です。

学名誉教授から研究所へ寄贈された
蔵書（「水田珠枝文庫」）、研究所に
ゆかりのある方々によるジェンダー
関連の貴重書を含む寄贈図書約2万
冊・史資料、およびアーカイブを寄
贈いただくとともに、今後20年間に
わたり運営費もご寄附いただく予定
です。

　2017年1月、名古屋大学と東海ジ
ェンダー研究所の間で合意したGRL
の目的は、次の3点です。
　① 　ジェンダー問題に関する知を
長く保存し、ジェンダー研究者
等に提供するためライブラリと
アーカイブを構築する。

　② 　ジェンダーに関する制度や実
践を研究し、21世紀の知のパラ
ダイム・チェンジに貢献する。

　③ 　国内外のジェンダー問題に関
する研究、普及、およびネット
ワークの拠点を形成する。

　以上の目的のもと、東海地域を中
心に、長年にわたりジェンダー平等
推進の活動を行ってきた東海ジェン
ダー研究所と、名古屋大学とが、今
後はGRLを拠点に連携協力し、ジ
ェンダー研究を通じた国内外との学
術的ネットワークの構築、ジェンダ
ー研究のさらなる推進、深化に取り

名古屋大学ジェンダー・リサーチ・
ライブラリ（GRL）
名古屋大学ジェンダー・リサーチ・ライブラリ

　2017年11月1日（水）、名古屋大学
にジェンダー・リサーチ・ライブラ
リ（GRL）が開館しました。
　GRLは名古屋大学東山キャンパ
スの南側、四谷通り沿いに建設さ
れ、床面積は840平米、鉄骨造の2
階建てで、最大4万冊を収蔵できる
図書スペース、アーカイブのほか、
閲覧室、展示コーナー、研究スペー
ス、レクチャールーム、カフェスペ
ース等を備えた研究活動施設です。
　ジェンダー研究に特化したこうし
た施設は日本では珍しく、その特色
は、ジェンダーに関する〈知〉の集
積拠点でありつつ、同時に発信拠点
としても機能することをめざす点に
あります。
　ジェンダーに関心のある方々に活
用いただくとともに、どなたでも来
館いただき、この機会にジェンダー
に関心を持っていただけたら幸いで
す。

　今回、GRLの建物は、篤志家の
方よりご寄付いただきました。さら
に、GRL創設を機に、公益財団法
人東海ジェンダー研究所からは、研
究所の蔵書に加えて、同研究所顧問
で、日本のフェミニズム史研究の草
分けである水田珠枝・名古屋経済大

GRL外観

GRLエントランス正面

水田珠枝氏の蔵書を収めた文庫
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「1930年前後の文化生産とジェンダ
ー」も予定されています。
　本シンポジウムでは、ジェンダー
学の観点から最先端の研究を行って
いる米国、台湾、韓国の研究者を招
き、1930年前後の女性知識人・表
現者による文化生産の動向をアジア
と日本の関係性を視野にいれ、検証
するとともに、GRLを会場に、「『女
人芸術』という回路」と題した展示
も計画されています。
　こうした講演やシンポジウムを通
じて、ジェンダー学を専攻する、あ
るいはジェンダー学に興味のある学
生や、一般の方々にとっても、この
GRLが出会いと対話、議論の場とな
ることを願っています。

GR L：開館　10：00～17：00
　　　　（金曜日10：00～20：00）
　　　　閉館　 日曜・月曜・祝日・

年末年始
e-mail：
GRLウェブサイトURL：
　 

名古屋大学は、国内外の関係機関と緊密な連携を図り、男女共同参画
社会を実現するためのジェンダー問題に関する研究、教育、研究者の
育成並びに男女平等意識の啓発及び普及を行う拠点とするため、全国
でも珍しいジェンダーをテーマにした「名古屋大学ジェンダー・リサ
ーチ・ライブラリ」を開館しました。

　女性の権利を象徴する第10条に
は、次のようにあります。

　 第10条　何人も、たとえそれが根
源的なものであっても、自分の意
見について不安をもたらされるこ
とがあってはならない。女性は、
処刑台にのぼる権利がある。同時
に女性は、その意見の表明が法律
によって定められた公の秩序を乱
さない限りにおいて、演壇にのぼ
る権利を持たなければならない。
　 （訳：辻村みよ子『ジェンダーと
人権』、旧『女性と人権』）

　後にグージュは反革命の容疑で逮
捕され、この10条を体現するかのよ
うに、断頭台の露と消えました。
　それは、女性による政治活動が危
険視された時代の悲劇とも言えます
が、ならば200年以上を経た現在、
彼女が主張した女性による諸権利の
獲得や、ジェンダー平等が十分に達
成されたかと言えば、まだ道半ばと
言わざるを得ません。
　そうした女性の歴史をたどり、学
びながら、社会システムや文化、思
考様式をジェンダーの視点から問い
直していく学術的な営みは、男女共
同参画を推進していく上でも不可欠

です。
　今後GRLでは、ジェンダーに関
する書籍および資料を体系的に収集
するとともに、研究センターとして
ジェンダー学の研究成果を国内外に
向けて発信していくための活動も行
っていきます。
　その第一弾として、2018年3月に
は、GRLと東海ジェンダー研究所
との共催による開館記念講演会を開
催します。講師は、ハーバード大学
ナンシー・F・コット教授です。
　コット教授は、19世紀および20
世紀を中心としたアメリカ女性史を
専門とする歴史学研究者であり、
2001年～2014年まで、ハーバード
大学ラドクリフ研究所所属シュレジ
ンガー図書館（アメリカ女性史関連
の資料を蒐集する図書館であり、ジ
ェンダー研究施設でもある）のディ
レクターでもありました。
　今回の招聘では、講演とセミナー
を開催し、コット教授の研究に学ぶ
とともに、ジェンダー研究を目的と
する研究施設のありかたについても
貴重な示唆が得られるものと期待し
ています。
　コット教授によるGRL滞在中の
プログラムについては、GRLのウ
ェブサイトにて順次お知らせしてい
きますので、ご確認いただけたら幸
いです。
　また、年度内に予定されている
GRLを会場とする企画としては、
2018年1月20日（土）21日（日）に、
名古屋大学人文学研究科附属「アジ
アの中の日本文化」研究センター
（JACRC）主催のシンポジウム水田珠枝文庫所蔵図書

閲覧室



③ミサワホーム株式会社マミーズプロ
ジェクト担当者と山下大臣政務官

②「マミーズプロジェクト」地域イベ
ントに参加した親子

①キッズデザインマーク2017
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行政施策トピックス

462点の応募があり、そのうち298点が
受賞作品として「キッズデザインマー
ク」の使用が認められました。そして、
この中から、ミサワホーム（株）が実施し
ている「マミーズプロジェクト」が男女
共同参画担当大臣賞に選ばれました。
　住宅会社の営業職は、これまで、不規
則・長時間勤務がネックになり産休後の
営業職への復帰も難しく、女性が思うよ
うに活躍できない現状がありましたが、
ミサワホームでは、ダイバーシティ推進
の取組のなかで、時短勤務でも成果が出
せる環境の整備を課題として捉え、「マ
マ営業が子育てと仕事を両立し、活躍で
きる」場として、2015年にマミーズプロ
ジェクトを発足させました。
　マミーズプロジェクトの取組は、産後
の復帰や育児に伴う時短勤務や不規則勤
務の課題に対し、SNSなどのツールを活
用したチーム体制を確立し、子育て支援
と営業職としての実績向上の双方に貢献
しています。また、この取組は、地域の
子育てママとの交流や上司の理解促進な
ど多面的なプロジェクトから成立してお
り、時間に制約のある他業種でも参考に
なるモデルです。今回の受賞をきっかけ
に、広く周知されることで、他の企業に
おけるワーク・ライフ・バランスへの取
組にも良い影響が及ぶことが期待されま
す。

表彰式

　9月25日（月）に六本木ヒルズにおいて
表彰式が執り行われ、山下雄平内閣府大
臣政務官が男女共同参画担当大臣賞、少
子化対策担当大臣賞、消費者担当大臣賞
のプレゼンターとして登壇しました。表
彰式に引き続き、受賞企業・団体による
シンポジウムも行われました。

キッズデザイン賞の概要

　特定非営利活動法人キッズデザイン協
議会が主催する「キッズデザイン賞」
は、「子どもたちの安全・安心に貢献す
るデザイン」、「子どもたちの創造性と未
来を拓くデザイン」、「子どもたちを産み
育てやすいデザイン」としてデザインさ
れた製品や空間・サービスなど幅広いジ
ャンルから選び、表彰する制度です。子
ども向けに作られたデザインはもちろん
のこと、大人・一般向けに開発されたも
のでも、子どもたちの健やかな成長や子
どもを産み育てていく上で配慮のあるデ
ザインであれば応募が可能で、日用品か
ら住宅、街づくり、ワークショップ、調
査研究まで、幅広い領域が対象となりま
す。
　2007年（平成19年）から始まったこ
の賞は、今年で11年目を迎えました。受
賞作品には「キッズデザインマーク」を
つけることが認められ、その成果を広く
社会にアピールすることができます。
　入賞作品の中から、最優秀賞として
「内閣総理大臣賞」1点、その他各部門の
優秀賞として「経済産業大臣賞」4点、
「少子化対策担当大臣賞」2点、「消費者
担当大臣賞」1点、そして「男女共同参
画担当大臣賞」1点が授与されます。
　男女共同参画担当大臣賞は今年で3回
目、「子どもたちを産み育てやすいデザ
イン部門」の中で、産前産後、子育て期
の男女が、子どもを産み育てながら、社
会参加しやすい環境づくりを支援する製
品、空間、サービスを対象とする賞で、
応募作品の中から、本趣旨に則った最も
優れたデザインに贈られます。

今年の受賞デザインの紹介

　今回、第11回キッズデザイン賞には、

「第11回キッズデザイ
ン賞」男女共同参画
担当大臣賞について
内閣府男女共同参画局総務課
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やじま・ようこ／三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社共生社会室室長 主席研究員。
中央大学大学院戦略経営研究科客員教授。1989年 (株）三和総合研究所（現MURC）入社。
2004年～2007年 内閣府男女共同参画局男女共同参画分析官。男女共同参画、少子高齢化対策
の視点から、ワーク・ライフ・バランスやダイバーシティ関連の調査研究・コンサルティン
グに取り組んでいる。著作に、『ダイバーシティ経営と人材活用』東京大学出版会（共著）等。

Yajima Yoko

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株） 共生社会室室長主席研究員　矢島 洋子

連載／その1

す。均等法や共同参画基本法で、「積極
的改善措置」として、あえて「差別にあ
たらない」と宣言している取組、という
意味では、2・3のみをPAと呼んだ方が
分かりやすいでしょう。女性の多くは、
2・3のPAは好ましくないと考えていま
す。それでも、こうしたPAが必要なの
は、この連載で紹介してきた「登用」や
「育成」における長年にわたる問題の蓄
積で現についてしまった差を短期に解消
するためです。PAのレベルが上がるほ
ど、短期的に男女の差を解消する効果は
あるかもしれませんが、強い薬と同じで
副作用の心配があります。女性は特別な
支援をしなければ活躍できないという偏
見を助長するリスクが生じます。
　また、この2・3レベルのPAは、使い
方にも注意が必要です。登用について言
えば、女性が管理職になることに消極的
だから女性社員にのみ意識啓発研修をす
ればよい、とか、評価にゲタをはかせて
積極登用する、というのは偏見を高める
リスクのある使い方です。例えば、女性
社員が昇進に消極的なのは、（これまで
男女で育成方法が異なっていたため）実
際に管理職となる準備が不足しているの
か、実力はあるのに自信が持てていない
のか、管理職の働き方に不安があるの
か、満たしにくい登用基準があるためな
のか等原因を把握し、上司と人事が協力
し、短期的に問題解決にあたることが必
要なのです。女性の意識啓発研修も、こ
うした取組とセットで行うことで良い効
果が期待できます。あわせて、こうした
PAは過渡的な時期の取組であり、長期
的には、レベル1．のような取組を通じ
PAが必要でなくなることを目指すべき
なのだということを社内で共有すること
も大切なのです。

　平成14年に厚生労働省が公表した「ポ
ジティブ・アクションのための提言」で
は、「ポジティブ・アクション（以下、
PA）」とは、「固定的な性別による役割
分担意識や過去の経緯から、男女労働者
の間に事実上生じている差があるとき、
それを解消しようと、企業が行う自主的
かつ積極的な取組のことです」とされて
います。女性活躍推進法が企業に求める
「計画策定」や「目標設定」もこのPAの
一種です。数年前までの日本では、企業
が女性に関する目標を設定すると言え
ば、「逆差別だ」という反発がありまし
た。女性のみを対象とした研修について
も「研修に男女差は設けていないので必
要はない」と考えられていました。しか
し、今では全ての大企業がこうしたPA
を受け入れています。では、それらの企
業では、PAの意義は理解されているの
でしょうか？「逆差別だ」という反発は
ないのでしょうか？残念なことにそうで
はありません。「国が言うので仕方ない」、
「女性を優遇して積極登用するしかない」
といった認識の企業が少なくないとみら
れます。
　PAを理解するには、まず、PAには
「積極性」の度合いに応じていくつかの
種類があるということを知る必要があり
ます。大きく分けると、レベル1．男女
双方への働きかけ（WLB推進・働き方
改革、公正な育成・配置・評価、多様性
を受け入れる風土づくり等）、レベル2．
女性に積極的に機会を与える取組（目標
設定、女性のみを対象とした研修、採用
における女子学生への応募奨励等）、レ
ベル3．女性を有利に扱う取組（管理職
比率等のクオータ制、女性であることを
プラスの要素とした評価等）です。1．
は、特にPAと言わなくてもよい取組で

女性活躍の視点からみた企業のあり方⑺　ポジティブ・アクション
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谷原 徹
SCSK株式会社
代表取締役 社長執行役員

清水 康一朗
ラーニングエッジ株式会社
代表取締役社長

どこでもWORK

働き方改革の成果

「マーケティングブレークスルー集中
講座」の様子

お客様の良きアドバイザーとしてセミ
ナー中に活躍する女性社員

取組事例ファイル／団体編

けています。現在は、時短勤務をしなが
ら活躍する女性リーダーが誕生したり、
育児休業から戻ってきた社員も活躍して
います。
　2014年からは、フレックス制度を設け
ることで、勤務時間に柔軟性を持たせ、
子育て中の社員は、保育園の時間にあわ
せて出社、退社をしています。その他の
社員も、夜の予定を入れやすくなり、自
己研鑽のための時間に使うことができて
います。また、育休明けの社員には、理
解のある子育て経験のある女性上司をつ
けることで働きやすく相談しやすい環境
も作っています。女性活躍推進に向けた
取組はこれからのところも多いですが、
様々なロールモデルを作りながら、お互
いが助け合いながらも、高め合える精鋭
集団を作っていくことを考えております。

全ての社員にとって「働きやすい、や
りがいのある会社」を目指して
　SCSK株式会社では、経営理念「夢あ
る未来を、共に創る」の実現のため、
「働きやすい、やりがいのある会社」を
目指し、社員一人ひとりの個性や価値
観、夢を尊重し、互いの力を最大限に活
かしていくための基盤となる「働き方改
革」に力を入れてきました。
　働き方改革においては、年次有給休暇
100％取得、月間平均残業時間20時間未
満に挑戦する全社活動「スマートワー
ク・チャレンジ」を2013年から開始。残
業を大幅に削減し、2016年度は17時間
47分と目標を達成。有給休暇取得率も
95.3%と目標達成が目前の状況です。
　2016年度からはさらなる働き方改革
推進のため、自席を前提としない、リモ
ートワーク環境の整備をはじめとした
「どこでもWORK」を開始しました。管

一人ひとりが活躍できる環境づくり
　ラーニングエッジ株式会社は、「人々
が価値ある情報、知識、智慧を持つこと
により、より豊かで幸せな生活を実現で
きる手助けをすること」というミッショ
ンのもと、世界トップクラス・本物・本
質的な学びをセミナーや研修を通じて、
ビジネスパーソンにお届けしています。
社員に対しては、生涯働ける場所にする
（従業員が最重要資産）ことを大切にし
ています。
　特に女性の場合、結婚・出産といった
ライフイベントに伴い、働き続けるか否
か、迷いが生じるところではあります
が、結婚・出産を経てもまた戻って来た
くなる職場づくりを目指しています。
　そのため、本人の希望する働き方を尊
重することはもちろん、社員一人一人が
「会社を良くする」というマインドを持
ち、活躍できる環境をつくることを心が

理職を含めたリモートワークの実施目標
設定や実績に応じたインセンティブ制度
も整備し、組織的取り組みを促進してい
ます。これらの施策により、女性が活躍
する上で障害となっている長時間労働を
改善し、家族の病気や介護など突然の事
態に直面しても、組織と個人のパフォー
マンスを可能な限り維持できる組織・基
盤づくりを進めています。
　働き方改革とともに、女性活躍推進の
ため、「2018年度までに女性ライン職
100名」の目標を設定し、課長候補者へ
最長3年間の育成プログラムを実施して
います。2017年度には女性ライン職は
75名となり、2012年度比で約6倍となり
ました。男性上司に向けた多様性マネジ
メント研修や、全社員に向けた啓発研修
なども実施しており、より広義なダイバ
ーシティの実現に向けて取組を継続して
いきます。

「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言賛同者の取組
一昨年「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言が公表され、現在150名を
超える男性リーダーが本宣言に賛同しています。今月は4名の賛同者の取組を紹介します。
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水島 正幸
株式会社博報堂
代表取締役社長

平井 嘉朗
株式会社イトーキ
代表取締役社長

子どもたちはもちろん、保護者、各社
社員、地域の方々との交流にも活用で
きるフリースペース

産休・育休者キャリア面談の様子

全国女性営業×社長ミーティングの様子

育児世代が活躍できる環境づくり
　当社ではこれまでも、女性社員の積極
的な採用・キャリア研修の実施や両立支
援制度を通じ、育児世代が活躍できる環
境づくりに取り組んできました。
　その一環として、同じ赤坂に事業所を
持つ、TBSテレビ、博報堂DYメディア
パートナーズと共同で、社員の復職支援
と地域への貢献を目指し、2018年4月に
事業所内保育所「はなさかす保育園」を
設立することと致しました。現在、開園
に向けて準備を進めているところです。
　本保育園は、多様な勤務体系の社員
が、子育てをしながら安心して仕事を続
けられるようサポートすることに加え、
子どもにとっても質の高い、安心できる
保育を提供します。また、自社で保育園
を設けることにより、子育て経験の有無
に関わらず、多様な視点や価値観に触れ
る社員教育の場として、相互理解、ダイ

女性の無限の可能性を引き出す
　株式会社イトーキは、お客様のワーク
スタイルに即したワークプレイスとソリ
ューションをご提案することで、昨今の
働き方改革という課題に対しお手伝いを
させていただいております。お客様の潜
在的ニーズを引き出し課題解決に導く、
それら一連のプロセスを私たちは「デザ
イン」と呼んでおり、ミッションステー
トメントとして『明日の「働く」を、デ
ザインする。』を今年発表いたしました。
私たちが目指す姿でもあり、常に立ち戻
る原点でもあります。
　働き方改革に取り組む企業が増えるな
か、ワークプレイスやソリューションに
女性の意見を取り入れることは、今後人
財の流動化と多様性が進むにつれ一層広
まっていくでしょう。そのためにも女性
の視点は提案する側としても必要なこと
であり、社内の女性の成長支援や活躍推

バーシティにつなげていきます。
　また2011年より継続して、育休中の社
員を集めたワークショップ「MAMA 
UNIV.」を開催しています。既に復職を
遂げている“先輩ママ”も参加すること
で、社員間の「タテ・ヨコ・ナナメ」の
関係構築に寄与。育児の情報や悩みを共
有する“同志”から、復職後は“仕事仲
間”へ発展するなど、社内における女性
活躍推進の端緒となっています。
　復職後も、「病児保育料サポート」「家
事代行・介護サポート」といった諸施策
により、ワークライフバランスの観点か
らも、それぞれの社員の「新しい働き
方」を支援しています。
　今後も様々なバックグラウンドを持つ
女性社員が、個性や能力を最大限発揮で
きるよう、「働きがい」と「働きやすさ」
の両輪によるサポートをより一層進めて
まいります。

進には力を入れて取り組んでいます。
「ダイバーシティ推進室の設置」、「新し
いワークスタイルの促進（テレワークの
活用）」、「育児・介護休業制度の改定（評
価の柔軟性）」、「全国女性営業×社長ミ
ーティングの開催（課題解決の施策展
開）」、「選択型ビジネススキルアップ研
修への女性参加促進」、「産休・育休者キ
ャリア支援面談」など様々な取組を開始
しています。
　女性が仕事のみならずあらゆる分野に
おいて能力を発揮していくことは、企業
にとっても理想の姿であり、ひいては
「社会の元気」にもつながると考えてい
ます。今後も女性の無限の可能性を理解
し引き出しながら、常に社会に貢献でき
る企業であり続けていきます。
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とっとり起業女子事業プラン発表会
（鳥取県）

　イクボス・ファミボス推進（鳥取県）
「女星活躍とっとり会議」では、育児
はもちろん介護と仕事の両立を応援す
るリーダー「イクボス・ファミボス」
を推進しています。

フリーペーパー（岐阜県）

イクボス養成講座（岐阜県）

女性の活躍支援センター・交流サロン
（岐阜県）

連載／その2

今回は、平成27年度補正「地域女性活躍
推進交付金」から2事業を紹介します。

○女性の活躍推進事業（岐阜県）

　岐阜県では、就業を希望するものの、
育児・介護などを理由に働いていない女
性が10万人いると推定しており、仕事と
子育ての両立など、不安を抱える女性に
向けたワンストップサポート体制の構築
を推進しています。
　平成28年に開設した「女性の活躍支援
センター」では、様々なライフステージ
で悩む女性に対し、キャリアカウンセリ
ングを通じた伴走型サポートの実施や、
保育サービス・求人情報など女性の活躍
に必要な情報提供を行っています。
　センターの設置により、子育て・再就
職支援・仕事と家庭の両立など、幅広い
支援情報をワンストップで提供でき、女
性の活躍に向けた効率的・効果的な事業
を実施することが可能となりました。
　また、仕事と家庭の両立やスキルアッ
プなど女性の様々な悩みの解決に向けた
「キャリアデザイン講座」には、目標を
大きく上回る大変多くの方に参加いただ
きました。
　企業向けには「イクボス養成講座」を
開催し、多くの経営者・管理職・人事担
当者に対して、直接ワーク・ライフ・バ
ランスの推進や女性の活躍についてメッ
セージを発信することにより、経営者の
意識改革や組織風土づくりの促進を図り
ました。
　今後も総合的、継続的に施策を展開さ
せていくことにより、県全体の女性の活
躍が更に加速するよう取り組みます。

○ 地域における女性活躍推進事
業（鳥取県）

　鳥取県では、経済団体、労働団体、行
政等が一体となって設置した「女

じょ

星
せい

活躍
とっとり会議」を推進母体とし、官民挙
げて女性活躍の機運の盛り上げや実践に
向けた取組を推進しています。
　女性のキャリア形成支援や就業継続が
叶う態勢づくりの助言など女性活躍をサ
ポートする「女性活躍アドバイザー」の
派遣や、中小企業等を対象とした「育休
取得アドバイザー」の派遣、産休育休代
替職員を確保するため、あらかじめ代替
職員を希望する求職者を登録しておく仕
組みによるスムーズなマッチングなどを
実施しました。
　また、起業する女性への支援として、
女性起業家が先輩起業家に気軽に相談で
きるWEB相談の開設や、起業を目指す
女性のビジネスアイデアへ先輩起業家が
アドバイスを行う「事業プラン発表会」
なども実施しました。
　官民一体となって、働く女性の負担軽
減を図り、女性が活躍しやすい環境づく
りや起業支援などを行ったことにより、
女性活躍の機運が一層高まり、管理的地
位で活躍する女性の増加に資する効果的
な取組を実施することができました。

〇 交付金事業による取組の詳細はHP
をご覧下さい。

地域における女性の活躍推進⑭
女性の力で地域の課題を解決する

内閣府男女共同参画局総務課
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2 News スポーツ庁

国際競技連盟（IF）で活躍する日本人女性

3 Info 内閣府

国・地方連携会議ネットワークを活用した
男女共同参画推進事業の開催

1 News 内閣府

6歳未満の子供を持つ夫・妻の家事関連時間

　スポーツ庁では、平成27年度から国際競技連盟（以下、
IF）の役員ポスト獲得支援を行っています。スポーツ界に
おける国際的な日本のプレゼンスを高めるばかりではなく、
国際的な議論の場に日本人が関わることで多様な意見を交
えた戦略やルール作りに貢献しています。事業開始当初17
名であった日本人役員の数は、3年間の取組で26名に増加
し、2020年までの目標である35名に着実に近づいていま
す。現在、IF役員ポストに就任している日本人女性は国際
スケート連盟の平松順子氏、国際ゴルフ連盟の平山伸子氏、
世界野球ソフトボール連盟の宇津木妙子氏、国際バスケッ
トボール連盟の三屋裕子氏の4名です。決して多いとは言え
ない状況ではありますが、スポーツ界における日本人女性
の国際的な活躍は今後大いに期待できる領域です。国際女
性スポーツワーキンググループ（IWG）では、スポーツ団
体における指導的立場の女性の割合を40％にするように
IOCに勧告をしています。また、国内でも2020年までに競
技団体における女性役員の比率を30％にする施策目標を掲
げ、女性役員育成に取り組んでいます。今後も、国際スポ
ーツ界において指導的立場を担う女性の輩出を支援してい
きます。

　内閣府男女共同参画局では、男女共同参画推進連携会議、
同会議構成団体等とともに、男女共同参画に関する理解を
深めるために、全国各地でシンポジウム等を開催していま
す。本年度は7団体とシンポジウムを実施する予定ですの
で、ぜひ奮って御参加ください。（参加費は無料）

＜12月・1月開催予定のシンポジウムの御紹介＞
○ 「AI時代　女性・少女が未来を拓く―ステレオタイプの
殻を破ろう―」
　 （〈認定〉特定非営利活動法人国連ウィメン日本協会等と
の共催）
　AIは、私たちの生活や社会、経済に大きな影響を及ぼす
ようになってきました。多様な分野で活躍しているパネリ
ストの方々のご意見をもとに、AI時代がもたらす社会にど
のように対応し新しい未来を築いていくのかご一緒に考え
ましょう。
日時：12月2日（土）14：00～16：40
場所： 津田塾大学千駄ヶ谷キャンパス広瀬記念ホール（東

京都渋谷区）
内容： 基調講演「AI時代のキャリア形成～女性・少女が躍

進する未来に向けて～」、パネルディスカッション
「AI時代　テクノロジーと共存する社会で女性・少
女はどのように仕事や生活にチャレンジしていくの
か」ほか。

定員：270名
○ シンポジウム=パネルディスカッション×ヒーブカフェ
働きやすい地域は暮らしやすい！「“九州男女”の共同参
画～ワーキングスタイルから考えるまちづくり～」
　（日本ヒーブ協議会等との共催）
　働く男女がワーク・ライフ・バランスを実現して、みん
ながハッピーに暮らすために、「企業が地域と共生をすると
地域が活性化する」視点から描くシンポジウムです。私た
ちが暮らすまちに必要なビジョンを一緒に描きましょう。
日時・場所：
　　　12月10日（日）13：00～17：00
　　　（エルガーラ中ホール（福岡県福岡市））
　　　1月13日（土）13：00～17：00
　　　（男女共同参画センターはあもにい（熊本県熊本市））
内容： パネルディスカッション「企業の取組事例から働き

やすい＆暮らしやすい男女共同参画のコンパクトシ
ティを考える」、ヒーブカフェ「ワーキングスタイル
から考えるまちづくり～育児・介護が負担にならな
い働きやすいまちを考えよう！」ほか。

定員：200名（福岡会場）、110名（熊本会場）
※ シンポジウムの詳細・参加申込みについては男女共同参
画局ホームページに掲載します。

　本年9月に、総務省統計局から平成28年10月に実施した
「平成28年社会生活基本調査」の結果が公表されました。そ
の調査結果によりますと、6歳未満の子供を持つ夫・妻の家
事関連時間注（週全体1日当たり）は、夫が1時間23分、（平
成23年調査：1時間7分）、妻7時間34分（同：7時間41分）
で5年前に比べ、多少、夫の家事関連時間は増加したものの、
男性の家事・育児への参画は他の先進国と比べても必ずし
も十分ではありません。この調査結果には、各都道府県別
の調査結果も公表されていますので、詳しくは、以下ホー
ムページをご覧ください。
注： 家事関連時間は、「家事」、「介護・看護」、「育児」及び「買
い物」の合計時間

2017年世界野球ソフトボール連盟ソフトボールディビジョン理
事会メンバー及び女性スポーツ委員会メンバー（1列目中央：宇
津木妙子氏）
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5 Info 法務省

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化
週間

7 Info 国立女性教育会館（NWEC）

「NWECグローバルセミナー」参加者募集

4 Info 人事院

国家公務員セクシュアル・ハラスメント防
止週間（12月4日～10日）

6 Info 厚生労働省

中小企業の皆さま、女性活躍推進に取り組
んでみませんか？（平成30年3月中旬迄）

　夫やパートナーからの暴力、セクシ
ュアル・ハラスメント、ストーカー行
為、アダルトビデオ出演強要・「JKビ
ジネス」問題などといった女性をめぐ
るさまざまな人権問題が大きな社会問
題となっています。
　そこで法務省では、専用相談電話
「女性の人権ホットライン」（☎0570-
070-810（ゼロナナゼロのハートライン））

を設けて、女性の人権に関する相談に応じています。今般、
この相談活動による取組の強化を目的として、11月13日
（月）から同月19日（日）までの7日間、全国一斉「女性の人
権ホットライン」強化週間を実施します。
　通常、「女性の人権ホットライン」の相談受付時間は、平
日の午前8時30分から午後5時15分までですが、強化週間期
間中は、平日は受付時間を午後7時まで延長するとともに、
土曜日・日曜日も午前10時から午後5時まで電話相談を受
け付けます。
　電話は、最寄りの法務局・地方法務局につながり、相談
は、法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。

　「女性の活躍促進に向けた取組み　ドイツの経験から考え
る」をテーマとして開催します。
　基調講演では、ドイツ女性協議会のウルリケ・ヘルワー
ス氏が、女性クオータ法（2015年成立）や最新の政策課題
について講演します。また、専門家によるパネルディスカ
ッションも行います。
※日英同時通訳付きです。
日　　時：12月7日（木）13時～16時半
会　　場：主婦会館プラザエフ　B2Fクラルテ
　　　　　（東京都千代田区六番町15）
対　　象：テーマに関心のある方80名（先着順）
参 加 費：無料
申込方法：FAXまたはEメールでお申込ください。
※詳しくはホームページをご覧ください。

問 合 せ：国立女性教育会館　研究国際室
TEL：0493-62-6437　FAX：0493-62-9034
E-mail：

　セクシュアル・ハラスメント防止週間の行事の一環とし
て、講演会を下記のとおり開催します。

●ハラスメント防止講演会
日　　時：11月17日（金）9：15～11：00
場　　所：名古屋合同庁舎第2号館
　　　　　3階共用大会議室（名古屋市）
テ ー マ： ハラスメントのない職場を

目指して
問合せ先：人事院中部事務局第一課
　　　　　（TEL：052-961-6839）

●ハラスメント防止講演会
日　　時：12月1日（金）13：30～15：30
場　　所：札幌市教育文化会館4階講堂（札幌市）
テ ー マ：ハラスメントのない職場を目指して
問合せ先：人事院北海道事務局第一課（TEL：011-241-1249）
●職場におけるハラスメント防止講演会
日　　時：12月7日（木）13：30～15：30
場　　所：エル・おおさか（大阪市）
テ ー マ：ハラスメントのない職場を目指して
問合せ先：人事院近畿事務局第一課（TEL：06-4796-2181）

■　厚生労働省では、中小企業の女性の活躍を推進する取
組を支援しています。中小企業の事業主、人事労務担当者
の皆さま、人材確保や業績向上のために、女性社員の活躍
を後押ししてください。
【女性活躍を進めるための説明会開催中】
　従業員数300人以下の中小企業の事業主の方、人事労務担
当者の方向けに、女性活躍推進法の概要、企業の課題分析
や行動計画策定、「えるぼし」認定取得等のポイントなどに
ついて分かりやすく説明します。【参加無料・事前申込制】
12月に開催される説明会 ＊各会場とも14：30～16：30の開催
12月 7日（木）　 東京都　女性活躍推進センター研修室女性

労働協会　6階
12月12日（火）　福井県福井市地域交流プラザ　6階
　　　　　　　AOSSA（アオッサ）6階　研修室603
12月13日（水）　島根県くにびきメッセ　401号室
12月15日（金）　和歌山県 和歌山県民文化会館 特別会議室B
詳細は⇒
【お問い合わせ先】
　一般財団法人女性労働協会（委託先）
　女性活躍推進センター　東京事務局
　電話　03（3456）4412（平日9：00～17：30）
　E-mail：
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News From Center

ぐんま男女共同参画センター（愛称「とらいあんぐるん」）

男女共同参画センターだより

　ぐんま男女共同参画セン
ター（愛称「とらいあんぐ
るん」）は、男女共同参画
社会づくりに向けた事業や
活動を推進するための拠点
施設として、平成21年に開
設。「とらいあんぐる」（三
角形）には、県民と団体
（職場・学校・地域など）
と行政の三者の協力・協調
により男女共同参画社会を
目指すという思いが込めら
れています。

関する講座も実施。こちら
も受講前後で参加者の考え
方が変化し、効果の高い講
座です。
　男性のワークライフバラ
ンス（育児・家事参画）講
座としては、父と子で参加
する「ミニ講演会とバルー
ンアート教室」を実施。「父
親向けミニ講演会」（その
間、子どもには別室で絵本
の読み聞かせ）で男性の働
き方を見直してもらった後、

て実施する「女子高校生理
工系チャレンジ支援セミナ
ー」は、「企業見学」「保護者
向け講演会」「（大学教授に
よる）講義と実験」の三本立
て。参加前後で女子高校生
の理系進学に対する意識の
変化があり、対象は少人数
ながらも手応えがあります。
　また、H28年度からは
「男女両方の視点を活かし
た防災」に関する講座と
「LGBT等性的少数者」に

以外の県民にもより多く参
加してもらうことを通じて、
男女共同参画の機運が、仕
事面での女性の活躍推進の
みでなく、草の根レベル・
生活レベルにおいても県内
全体で高まることを願って
います。
　今後も関係機関と連携し
ながら、社会状況の変化を
踏まえた事業を実施し、男
女共同参画社会づくりの推
進に努めていきます。

　特集でも取り上げていま
すが、11月12日から25日ま
での2週間は、「女性に対す
る暴力をなくす運動」期間
です。この期間は配偶者等
からの暴力など女性に対す
る暴力をなくすように様々
な取組を展開します。
　裏表紙に載せている今年
のこの運動の啓発ポスター
は、漫画家の西原理恵子さ
んに引き続きお書きいただ
きました。期間中は、シン
ボルカラーであるパープル
リボンの着用や東京タワー
等をこのシンボルカラーの
紫色にライトアップするな
ど、全国の様々なタワーや
建物でもライトアップが予
定されています。
　皆さんも、本期間中、こ
のシンボルカラーを身に着
けるなど、「女性に対する
暴力をなくす運動」に是非
ご協力ください。
 （編集デスク　H.K）

【11月号表紙】
　パープルリボンをメイン
に、明るく輝く未来をイメ
ージしデザインしました。
デザイン／山浦恵梨子

　男女共同参
画に関する普
及啓発や人
材育成のため
の各種講座を
実施するとと
もに、情報提
供や女性相
談、団体の活
動支援や施
設貸出等を行
っています。
　地元大学
や企業、女子
高校と連携し

父子でバルー
ンアート作り
に挑戦します。
　なお、地域
に出向いて実
施する講座数
を、各市の男
女共同参画担
当課の協力を
得ることで、
昨年度までの
1回から今年
度は4回に増
やしました。
センター近辺

「とらいあんぐるん」外観

「バルーンアート教室」風景
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